
●所得の算定 

 総所得金額等から各種控除額を差し引いた額が、所得制限基準額以下であれば、医療費助成を受け

ることができます。 

 

 

●所得制限基準額 

扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額 

０人 ３,６６１,０００円 ５,２５２,０００円 

１人 ４,０４１,０００円 ５,７２８,０００円 

２人 ４,４２１,０００円 ６,２０３,０００円 

３人 ４,８０１,０００円 ６,６６８,０００円 

 

・扶養人数０人のときの所得制限基準額を基準に、１人につき３８万円を加算。 

・当該扶養親族が、同一生計配偶者（７０歳以上）もしくは老人扶養親族の場合は、さらに 1 人につ

き、１０万円を加算（＝４８万円） 

・当該扶養親族が、特定扶養親族（１９歳以上２３歳未満）または控除対象扶養親族（１６歳以上１

９歳未満）の場合は、さらに 1 人につき２５万円を加算（＝６３万円） 

 

 

●所得の範囲 

 
 

 



●控除できる額 

 
・○印は当該控除及び免除の実額を控除する。 

・控除できるのは、課税台帳上実際に控除されたものに限る。 

 

 

●所得判定時期について（新規） 

・１月～９月に新規申請した場合   前々年の所得 

・１０月～１２月に新規申請した場合 前年の所得 
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